
【機密性2】

裁判官会議議事録
一一

開催日時｜令和7年6月30日（月）午後4時
－

開催場所 大会議室

出 席 者 別紙出欠表のとおり
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議事の経過の要領及びその結果

承認事項

事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添承認事項1丁から61~rまでについていずれも承認

決議事項

事務分配及び裁判官の配置等規程の言部変更について

別添決議事項1丁から3丁までのとおり決議
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裁 判官 会 議出 席 者 数

135名構
成

員

(計154名）判 事

(所長・代行含む）
一一一一一一一一凸一

定足数77名特例判事補 19名
人

L

員 42名オブザーバー

196名計

111名構

(所長・代行含む）
成 (計125名）

I

出
席

者
数

特例判事補 14名
員

オブザーバー 36名

161名計



【機密性2】

、

承認事項
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(令和7年 6月 30日）
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【機密性2】

Q

事務分配及び裁判官の配置等規程変更懐）
伶和6年12月24日諮問）

（令和7年1月11日実施）

変 更 後行現

懐5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1罰

別表5

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第i項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第2 民事特殊事件係(即決和解､公示催告､督促、

保全、非訟等）（毎日）

裁判官．（銅 松 永 栄 治

〃 田 中 俊 次

森本幸治〃

〃 池 尻 修 三

第2 民事特殊事件係(即決和解､公示催告､督促、

保全、非訟等）（毎日)

裁判官 （兼）松 永 栄 治

〃 田 中 俊 次

〃 ・森 本 幸 治

〃 池 尻 修 三

" 武 田 雄二郎

（定年退官）

〃 菅 浩 次

〃 西 村 実 信

〃 （兼）川 副 勝 巳

〃 （兼）中 村 浩 之

菅
西
川
中

願
㈱

次
信

巳
之

浩
実
勝
浩

″
″

″
″

村
副
村

(中略）(中略）

瞳＝劇

この規程は、令和7年1月11日から施行する‘

1

2



／

【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 懐）

伶和6年12月24日諮問）

（令和7年1月20日実施）

行現 変 更一 後

（第2編体庁民事部)第3章第10条第1罰

別表1

（第3編体庁民事部）第3章第10条第1詞
別表1．

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）（毎日）

裁 判 官

〃

〃

第1民事部（保全部）

裁 判 官

〃

〃

〃

(毎日）

松 永栄 治

斗 谷 匡．志

太 田 多 恵

近 江 弘, 行

(国土交通省から）
結 城 康 介

島 崎 乃 奈

秦 卓 義

関 尭 煕

亀 井 奨 之

比 舍 昌 志

太 田 章 子

大 和 隆 之

・松 本 幸 奈

伊 藤 祐 貴

立 仙 早 矢

（代行)山 田 裕 貴

手 嶋 悠 生

小西池 将

永
谷

田

松
、
斗
太

栄
匡
多

治
志
恵

介
奈
義

煕
之
志

子
之
奈
貴
矢

貴
生
将

城
崎

井
舍
田
和
本
藤
仙
、
田
嶋

馳
結
島
秦
関
亀
比
太
大
松
伊
立
山
手
小

怖．

康
乃
卓
尭
奨
昌

章
隆
幸
祐
早
裕

悠

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

〃

″
″
．

″
″

″
″

″
″

″
″

″

(中略） (中略）
、

瞳_型

皇空罐些金麺7年1月20日から瀬了する1

I|

3



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（詞

(令和7年1月21日諮問）

(令和7年2月5日実施）

変 更 後行現

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1詞

別表3

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第10刑事部伶状部）

裁 判 官

〃・

〃

〃

〃

〃

ｊ
渡
水
結
高

岡
ゞ
奥

日毎
閑

く

第10刑事部（令状部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃 ．

〃

〃

(毎日）

渡 部 市 郎

水 落 桃 子

(銅結 城 康 介

高 橋 俊 介

岡 野 哲 郎

奥 野 育 美

簸 野 拓 輝

． （長崎地家裁へ)，

上 田 郁 也

6洞比 舍 昌 志

吉 田 開

山 田 明日香

市
桃
康
俊
哲
育

郎
ｌ
子
介
介

郎
美

部
落
城
橋
野

野

上
比
．
吉
山

銅

也
志
開
香
日

郁
昌

明

田
舎

田
田

〃

〃

〃

〃

″
″

″
・
″

(中略）(中卿

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､ 第35条第1項､第3 6条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項第35条第1項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第6 令状係（毎日）

裁 判 官

〃

〃

第6 令状係(毎日）

裁 判 官

〃

〃

渡
水
結

顛
噸
銅

市
桃
康

郎
子
介

部
落
城

市
桃
康

部
落
城

郎
子
介

渡
水
結

噸
㈱
噸

I|

剛
可



【機密性2】

(調高 橋 俊 介

(網 岡 野 哲 郎

(兼）奥 野 育 美

固働飯 野 拓 遅

．:(兼務解消）

(網 上 田 郁 也

(兼)比 舍 昌 志

(銅･吉 田 開

(調 山 田 明日香

岩 本 直 樹

木 花 弘

小 川 親 治

足 立 和 城

銅 仙波 陽 子

鰯
願
鰯

舗
願
噸
銅

高 橋 俊 介

″
″

″
″
｜
’

″
″

″
″

″
″

″
″

″

″
″

″

岡 野 哲 郎

奥 野 育 美

上 田 郁 也
″

″
″

″
″

″
″

″
″

比 舍 昌 志

吉 田 開

山 田 明日香

岩 本 直 樹

木 花 弘

小 川 親 治

足 立・和 城

(兼） 仙 波 陽 子

(中略）(中略）

幽一副

この規程は、令和7年2月5日から施行する。

2

5



【機密性2】

(別紙1）

事務分配及び裁判官の配置等規程変更律）

(令和7年1月29日諮問）

《令和7年2月21日実施）

変 更 後行現

（第5編(管内簡易裁判師第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

（第5編(管内簡易裁判師第1章第32条､第3

4条第1項､第3 5条第1項､第36条､第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係第1 民事公判係

’り心

(中卿(中略）

第9係（水金） 蟻3裁判官 田 中 俊 迭第9係(水金） 裁判官 舩 越 英 明

（吹田簡裁へ） （力鑑発令）

(中畑(中略）

第4章 その他の簡易裁判所第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所､ 堺簡易裁判所及び

岸和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所

における裁判官の配置及び裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

（裁判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び

岸和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所

における裁判官の配置及び裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

(中略）(中略）

(3)吹田簡易裁判所

裁 判 官 一一舩一越 英塑

（大阪簡裁から）

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

(3)吹田簡易裁判所

裁 判 官 瀧 川 勝 子

（定年退官）

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

』

(中略）(中略）

1

6
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【機密性2】
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～

この史閣呈は､令和7年2月21日か

、

《

'
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【機密性2】

(別紙2）

事務分配及び裁判官の配置等規程変更(案）

(令和7年1月29日諮問）

伶和7年2月23日実施）

変 更 後行現

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

(第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､､第3

8条第1項及び第39条第1詞・

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第3 調停係（毎日）

第1係 裁判官 小 西 義 博

第3 調停係（毎日）

第1係 裁判官

〃

小 西 義 博

加一嬢 優

（茨木簡裁へ）

(中略）(中略）

第4章 その他の簡易裁判所第4章 その他の簡易裁判所

（裁判官の配置及び事務の分配）
9 1 ･

第51条 大阪簡易裁判所､ 堺簡易裁判所及び

岸和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所

における裁判官の配置及び裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

（裁判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所､堺簡易裁判所及び

岸和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所

における裁判官の配置及び裁判事務の分配

は、次のとおりとする｡

(中略）(中略）

(4)茨木簡易裁判所

裁 判 官 加 藤 優

－1大阪簡裁から）

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

(4)茨木簡易裁判所

裁 判 官

一一

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

(中略）(中略）

1

8



【機密性2】

’ ’ ’附 則
■■■■■■■■■■■■■■■

ハこの境隠は、令和7年2月2

イ

一

2
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

伶和7年2月6日諮問）

(令和7年3月1日実施）

変 更 後行現

第 3 編 本 庁 刑 事 部第 3 編 本 庁 刑 事 部
1

(中略）(中略）

第2章 裁判事務 の 分配第2章 裁判事務の分配

（訴訟事件の配付）

第15条 訴訟事件は､特に定めるもののほか､裁

判員事件、通常合議事件、一人制事件の区別に

従い､､それぞれ次の各部にその記載の割合で順

次配付する。

(1)，.(2)（略）

（3）一人制事件

租税部､第13部及び第15部 堂旦

， 第5部 8

上記以外の普通部 各5

（訴訟事件の配付）

第1 5条 訴訟事件は､特に定めるもののほか､裁

判員事件､通常合議事件､一人制事件の区別に

従い＄それぞれ次の各部にその記載の割合で

‐ 順次配付する。

(1)，（2）（略）

（3）一人制事件

租税部､第13部及び第15部 各11

第5部 10

上記以外の普通部 ， 堂且

(中略）(中略）

（第3編体庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

（第3編（本扇刊事部）第3章第22条第1卿

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第7刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 伊 藤 寛 樹

第7刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 伊

〃 （兼）三 》》》
樹一 寛藤

増 尾 崇

村 田 幸 生

増
村

″
″

″
″

(中略）(中略）

1
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【機密性2】

第 4 編 支第 4 編 支 部 部

第1章 堺 支 部 第1章 堺 支 部

（裁判官の配勧

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

（裁判官の配圏

第24条 堺支部における裁判官の配置は､次の

とおりとする。

(中略） (中略）

官判
〃

〃
〃

〃
〃

Ｂ
、

識裁“
１第

宮判
〃

〃
〃

〃
〃

〃
Ｂ

．

識裁１第
″

C櫛 桑 原、直 子

(銅藤 野 美 子

(調真 田 尚 美

國 分 綾

大 寄 悦 加

山 田 裕 章

(兼）吉 本 奈々絵

（兼務解瀦)

C調 琴 岡 佳 美

(銅 鴫 本 有里子

鎌）嶋 村 弥 寿

桑
藤

真
國
犬
山

噸
噸

㈱

直
美
尚

原
野

田
分
‐
寄

田

子
子
美
綾
加

章

悦
裕

琴
嶋
嶋

願
銅
噸

岡
本
村

美
子

寿
里

佳
有
弥

官

″
〃

〃
判

雫裁
、
２第

″
″

〃

第2民事部 ・

裁 判 官

〃

桑 原 直 子

吉 本 奈堂絵

(最高裁民事局付へ）

嶋 村 弥 寿

琴 岡 佳 美

桑 原 直 子

嶋 村 弥 寿

琴 岡 佳 美

″
″

″
″

(中略） (中略）

堕一型

この規程唾_令和7年3月L日から施行する、

2
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

伶和7年3月6日諮問）

伶和7年3月25日実施）

変 更 後行現

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1御

別表3

儲3編（本庁刑事部）第3章第22条第1園

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第5刑事部（普通部) （毎日）

裁 判 官

〃

〃

第5刑事部（普通部）晦日）

裁 判 官 三 輪 篤 志

〃 小 泉 健 介

〃 堀 河 民 与

〃 武 藤 一塗

・ 一幅岡地裁小倉支部（民間企業研修）劃

輪
泉

河

篤
健
民

志
介
与

三

小

堀

(中略）(中略）

堕一則

この規程は坐令和7年3月25日から施行ずる”，

l1
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

伶和7年3月6日諮問）

(令和7年4月1日実施）

現 行 変 更 後

(第2編(本庁民事部)第3章第10条第1詞
別表1

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1詞

別表1 ‘
I

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）

裁 判 官

〃

〃

(毎日）

松 永 栄 治

斗 谷 匡 志

太 田L多 恵

（札幌家裁へ）

近 江 弘 行

(第5民事部へ）

誌 城 康 介

4重11民事部へ）

島 崎 乃 奈

秦 卓 義

関． 、 尭 煕

第1民事部（保全部） （毎日）

裁 判 官

‘ 〃

〃

松
斗

田

永
谷
中

栄
匡

一

治
志
孝

地裁敦賀支部からす一一》〃 〃

〃 〃

″
今
″

″

義
雫

郎
孝

樹

睾克一一一
｜》一

一
一

卓
康一雨
㈱
本

秦縞〃

〃一一《一一一一》

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

松 本 幸 奈〃 〃

〃

伊・藤 祐 貴

（第1且民事部へ）

立 仙 早 矢

J"1 0刑事部へ）

(fWT)"田 裕一童

‘畿務代行解消）

〃

〃

〃

|’
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【機密性2】

〃 手 嶋 悠 生

" 小西池 将

第2民事部（租税・行政部）（月火水金）

裁 判 官 横 田 典 子

〃 宮 崎 陽 介

〃 藤 村 享 司

曝高裁家庭局付から）

〃 小 森ま や

〃、 宮 原 翔 子

（第14民事部から)・

第3民事部(普通部）（月火木金)

裁 判 官 高 島 義 行

〃 神 田 温 子

〃 林 田敏 幸

（那覇家裁沖縄支認辺到ら）‘

〃 、 ． 南 夢衣子

（第2刑事部から）

第4民事部（商事部）（火水木金）

裁 判 官 谷 口 哲 也

〃 高 原 大輔

〃 黒 田 吉 人

〃 （兼)佐 藤 克 郎

（兼務発令）

白 石 大 樹

（弁護士職から）

第5民事部（労働部）（毎日）

裁 判 官 一一一虫一島 皇

（東京地裁から）

〃 手 嶋 悠 生

〃 小西池 将

第2民事部姻税･行政部）（月火水金） ・

裁 判官 横 田 典 子

〃 宮 崎 陽 介

〃 （兼）太 田 章 子

．(兼務解消)

． 〃 小％森 ま や

〃 橋 本 康 平

壁1民事部へ)

第3民事部（普通部）（月火木金）

裁判 官 高 島義行
〃 補 田 温 子

棚 橋 知 子

（最高裁調査官へ）

〃 吉 田 純

一鐘13刑事部へ）

第4民事部-(商事部）（火水木釦

裁 判 官 谷 口 哲 也

〃 高 原 大 輔

〃 黒 田 吉 人

〃 佐 藤 克 郎

一律1民事部へ）

､

(毎日）

横 田 昌 紀

（第14民事部へ）

尾 河 吉 久

蒲 田 祐 一

長谷川 武 久

（和歌山家裁へ)

山 中 洋 美

植 村 一 仁

岡 野 慎 也

第5民事部（労働部）

裁 判 官

吉
祐

久

一

尾 河

蒲 田

〃

〃

″
″

″

山 中 洋 美

植 村 一 仁

岡 野 慎 也

近 江 弘 行

（第1民調Iから)

小 暮紀 幸

(毎日）

中 尾 彰

〃

〃

〃

〃

″
″

″

凸

〃 小 暮 紀 幸

第6民事部個産部）（毎日）

裁 判 官 中 尾 彰

〃

第6民事部（倒産部）

裁 判 官

2
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【機密性2】

〃 吉 澤 邦 和

〃 原 田 宗 輔

〃 簔 川 雄 一

〃 ， ‐山一杢健 室

僻岡家裁富士支部へ）

第7民事部（租税・行政部）（月火木金)

裁 判 官 徳 地 淳

〃 三 木 裕 之

〃 中 村 雅 人

〃 牛 渡 裕 輝

（和歌山地裁田辺支部へ）

第8民事部噌通部）（月水木金）

裁 判 官 三 村 憲 吾

〃 上 田 瞳

〃 神 永 隆

（大阪法務局ヘリ

〃 枚：田 雅 樹

､(第1民事部へ）

第9民事部（普通部）（火水木金）

裁判 官 達､野ゆき
〃 古 賀 英 武

〃 角 田 裕 紀

〃 黒 川 真、吾

（第12刑事部へ).

第’0民事部(建築･調停部) (毎日）
裁 判 官 谷 村 武 則

〃 安 木 進

〃 橋 本 悠 子

〃 吉 澤 邦 和

〃 ､原 田 宗 輔

〃 簔 川 雄 一

〃 森 本 和 真

一“山地裁から）

第7民事部 砲税・行政部）（月火木金）

裁 判 官 徳 地 淳

〃 三．木 裕 之

〃 中 村 雅 人

〃 奥田､紗永

畳僅6刑事部から）

第8民事部（普通部）（月水木金）

裁 判 官 三 村 憲 吾

〃 上 田 瞳

〃 佐．野 文 規

（最高裁調査官から)、

〃 － －（湘牧 田 雅 樹

（兼務発令）

第9民事部（普通部）（火水木金）

・ 裁 判 官 達 野 ゆ き

〃 古 賀 英 武

〃 角 田 裕 紀

〃 、 、近 嬢友 貴

（第3刑事部から）

第10民事部健築・調停部）（毎日）

裁 判 官 谷 村 武 則

．〃 安 木 進

〃 大 和 隆 之

． （第1民事部から）

､ 一
一一

〃

塚 本 晴 久

楠 大 輔

″
″

〃

＝

から

第11民事部（普通部）

裁 判 官

》
》一奥妻

ｊ

・

棒
士

水月く

第11民事部(普通部）

裁一判一官一

一一 総‐水帽

〃

奥 田 達 生〃 〃

3
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【機密性2】

一_造城康介

（第1民事部から）

高 矢 輝 乃

(月火水金）…

大 野 祐 輔

（大阪高裁から）

木 山 智 之

大 谷・智 彦

（調伊 藤 佳 子

（兼務発令)

(火水木金）

成 田 晋 司

西 村 甲 児

那 波 郁 香

田 島 花 菜

（第8刑事部から）

(毎日） ”

横 田 昌 紀

（第5民事部から）

野 上 誠 一

松 浪 聖．一

一K金沢地裁から）

〃

〃 高 矢 輝 乃

第12民事部(普通部）．(月火水金）

裁 判 官、 小 田 真治

（東京高裁へ）

〃 木 山 智 之

〃 大 谷 智 彦

〃 伊 瞳 佳 子

（第1民事部へ）

第13民事部(普通部）（火水木金）

裁 判 官 成 田 晋 司

〃 西 村 甲 児

〃 那 波 郁 香

〃 豊．田 高 史

幅岡地裁小倉支部へ）

第14民事部(彰Wﾃ部）（毎日）

裁 判官 森 鍵 一

＃‘(大阪高裁へ）

〃 ‘ 野 上 誠 一

〃 林 ‘ 奈 桜

榊戸地裁へ）

〃 中 川 和 俊

（高知家裁へ)

〃 田 中 春 香

〃 宮 厘 翔：子

『（第2民事部へ）

第15民事部（交通部）（毎日）

裁 判 官 武 田 瑞 佳

〃

第12民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

第13民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃 ・

． 〃．

第14民事部(執行部）

裁 判 官

″
″

〃 田 中 春 香

〃 名一倉 亨

（佐衡地裁から）

第15民事部（交通部)．（毎日）．

裁 判 官 一鈴 木 紀 子

（大阪高裁から）

〃 中 武 由 紀

〃 中 嶋 謙 英

〃 深 見 菜有子

（津地裁哩日市支部から）
〃、 綴 来 哲 哉

捺良地裁五條支部から）

〃 高 橋 憲 太

〃 伊 藤 祐 貴

（第1民事部から）‘

〃 川 野 裕 矢

』星遡蝉二L
中 武 由 紀

中 鴫 謙 英

安 井 龍 明

(静岡地裁浜松支部へ）

〃

″
″

一一ｂ″
″

〃

刷
可
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【機密性2】

(京都地裁宮津支部へ）

上 田 千 愛

（兼)伊 藤‘祐 貴

(兼務解消）

浅 見 － 輝

（月水木金）

山 本 拓

鈴 木 千恵子

村 上 貴 昭

（第1民事部へ）

山 下 栞 菜

（月火水木）．

堀 部 亮 一

葛 西 功 洋

(高松法務局から）
－

浅 見 － 輝

″
″

〃

I

〃 上 田 千 愛

第16民事部（普通部）（月水木金）

裁 判 官 山 本 拓

〃 ‘鈴 木 千恵子

〃 坂 本 雅 史

ゞ幅岡家裁小倉支部からl

〃 山 下 栞 菜

第17民事部（医事部） (月火水木）

裁 判 官 堀 部 亮 一

〃・

第16民事部（普通細

裁 判 官

‘ 〃

〃

〃

第17民事部（医事部）

裁 判 官

〃

（東京地裁へ）

皆 川 更 皆 川 更

宮 端 謙 一

（最高裁識査官から)・

上 寺 紗也佳

(普通部）（月火水金）

官 宮 崎 朋 紀

長 丈 博

三 浦 裕 輔

． 根 間 玄 実

(医事部） 晦日）

官 大 森 直 哉

久保由 千 春

． 佐々木 淑 江

（第13刑事部から）．

土 肥 大 致

(医事部）（月火水金）

官 林 潤

丸 山 水 穂

一(大阪高裁から）

植 野 賢太郎

後 藤 麻 里

（第13刑事部から）

(知的財産権部）（火木）

_宣 松 川 充 康

一(大阪高裁から）

″
″

〃

上 寺 紗也佳

(月火水金）

宮 崎 朋 紀

長 丈 博

三 浦 裕 輔

根．間 玄 実

(毎日）．

大 森 直 哉

久保田 千 春

小・川 貴 裕

（法務省民事局へ）

土M巴 大 致

(月火水金)．

林 潤

長谷川 利・明

〃

第18民事部

裁 判

〃

〃

〃

第19民事部

裁 判

〃

〃

〃

第18民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

第1 9民事部（医事部）

裁 判 官

〃

〃

〃

第20民事部

裁 判

〃

〃

第20民事部（医事部）

裁 判 官

〃

広島地裁尾道支部へ

植 野 賢太郎

若 松 達 郎

〃

〃

″
″

（高知地裁へ）

第21民事部（知的財産権部）

裁，判 官

(火木）

武 宮 英 子

(京都職へ）

第21民事部

． 裁 判

5
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冨起蝉遜】

漫
叶

I
冊

神
撫
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猟
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．K
･
"

譲
:
窪

患
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【機密性2】

嫌)‘西 尾 太 一 鎌，西 尾 太 一〃〃

(中略） (中略）

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1詞

別表3

（第3編(本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(毎日）

加 藤 陽

－高 橋 俊 介

（第10刑事部から）

加 藤 雄 大

(毎日）

近 道 暁 郎

冨 岡 健 史

第r刑事部（普通部）

裁 判 官

〃．

(毎日）

加 藤 陽

大久保 優 子

（広島地裁へ）

加 藤 雄 大

(毎日）

近 道 暁 郎

金 友 宏 平

． （熊本地裁へ）

南 ：夢衣子

鰯3民事部歩､）

(毎日）

御 山・真理子

辻 井 由 雅

近藤 友 貴

（第9民事部へ）

(毎日）

井 上 直 哉

（網 大久保 優 子

（兼務解消）

（兼)加 藤 雄 大

(毎日）

三 輪 篤 志

小．泉 健 介

一(横浜地裁へ）

堀 河 民 与

第1刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

第2刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

第2刑事部（普通部）

裁 判 官“

〃

から

（兼）南 夢衣子

（兼務発令)

(毎日）

御 山 真理子

辻 井 由 雅

側o近 藤 友 貴

:_(兼務発令）

(毎日）

井 上 直 哉

（兼)高 橋 俊 介

（計錨発令）

（兼）加 藤 雄 大

(毎日）

三 輪 篤 志

〃〃

第3刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

第3刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

'

第4刑事部（普通部）

裁 判 官

・ 〃

第4刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

第5刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

第5刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃 堀 河 民 与

〃 ・鈴 木 紫 門

（高知家裁から）

〃 田 崎 里 塗

一(第24民事部から）

第6刑事部（普通部）（毎日）

〃

第6刑事部（普通部）（毎日）

7

19



【機密性2】

裁 判 官 山 田 裕 文

〃 藤 永 祐 介

〃 （兼)奥 田 紗 永

（兼務発令）

第7刑事部（普通師（毎日）

裁 判 官 伊 藤 寛 樹

〃 増 尾 崇

〃 （調村 田 幸 生

（兼務発令）

第8刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 一一 辛 島 明

（大阪高裁から）

〃 角”田 康 洋

〃 （兼)因 島 花 菜

（癖発令)

第9刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 （兼）井 上 直 哉

〃 （兼）高 橋 俊 介

（兼務発令）

〃 （兼）加 藤 雄 大

第10刑事部伶状部）（毎日）

裁 判 官 渡 部 市 郎

〃 三 鐸 節 史

（第15刑事部から）

〃 立仙 早圭

（第1民事部(民間企業研修)から）

〃 ． 新 納 亜 美

裁 判 官 山 田 裕 文

〃・ 藤 永 祐 介

〃 奥一田 紗 永

一鐘7民事部へ）

第7刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 伊 藤 寛 樹

〃 増 尾 崇

〃 村 田 幸 生

』蕊24民事部へ）

第8刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 田 中 伸 一

（奈良地裁へ）

〃 角 田 康 洋

〃 田 島 花 菜

墜13民事部へ）

第9刑事部（普通部）（毎日)

裁 判 官 （銅井 上‘直 哉

〃 側り大久保 優 子

（兼務解消）

〃 （兼)加 藤 雄 大

第10刑事部 伶状部）（毎日）

裁 判 官 渡 部．市 郎

〃 水一落桃 子

（第13踊事部へ）

〃 （兼）結 城 康 介

…
〃 高 橋 俊 介

一蟻1刑事部へ）

〃 岡 野 哲 郎

， ．(旭川家裁へ）

〃 奥 野 育 美

（高知地裁へ)

〃 上 田 郁 也

一(鳥取地裁へ）

〃 （兼）比 舎 昌 志

(兼務解消）

〃 吉 田 開

〃 山 田 明日香

（熊本家裁へ）

第11刑事部（普通部）（毎日）

がら

－比 舎 昌 志

(鎧ユ民事部から)．

六 郷 和 紀

〃

〃

_験浜地裁から）

吉 田 開〃

第11刑事部.(普通部）（毎日）
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【機密性2】

裁 判 官 C調 井 上 直 哉

〃 嫌）大久保 優 子

｛兼務解消）

〃 （兼)加 藤 雄 大

第12刑事部（租税部）（毎日）

裁 判 官 三 村 三・緒

〃 （調渡・部 市 郎

〃 岩 崎 貴 彦

艤浜地裁小田原支部へ）

〃 中 井 太 朗

〃 青 木 勇 人

（鳥取土幟へ）

．〃 （兼）上 田 郁 也

（兼務解消）

第13刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 、 岩 崎 邦一生

（大阪高裁へ）

〃 －設 樂 大 輔

（宮崎地裁へ）

〃 佐々木、淑・江

一堕'9民事部へ）
〃 後 藤 麻 里

（第20民事部へ)

第14刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 大 森 直 子

〃 倉 成 章

〃 尾 藤 淳 塗

（第23民事部へ）

第15刑事部･ (普通部） 侮日）

裁 判 官 末 弘 陽 一

〃 三 潔 節 史

（第10刑事部へ）

〃 高 橋 里壼

（大阪高裁診白､）

〃 林 村 優 雅

（広島地裁福山支部へ）

裁 判 官

〃

(網井 上 直 哉

(兼）高 橋 俊 介

（兼務発令）

(兼）加 藤 雄 大

侮日）

三 村 三 緒

(兼）渡 部 市 郎

〃

第12刑事部（租税部）

裁 判 官

〃

中 井 太 朗

鈴 木 真理子

〃

〃

会から）

．・ 黒 川 真 吾

（第9民事部から)

(毎日)

荒 木 未 佳

．(大阪高裁から）

上水 落 桃 子

(第10刑事部から）

沼 田 晃 一

〃

第13刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

－(鳥取地裁から）

〃 吉 田 純

（第3民事部から）

第14刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 大 森 直子

〃 倉 成 章

〃 （網尾 藤：淳 哉

（兼務発令）

第15刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 末 弘 陽．一

〃 南 2－皇皇

（名古屋高裁金沢支部から）

〃 深 見 翼

一(津地裁から）‘

〃 堀 田 ら な

（第2且民事部から）

1

1

(中略） (中略）

第 4 編 支 部 第 4 編 支 部
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【機密性2】

第1章 堺 支 部第1章 堺 支 部

（裁判官の配画

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

第1民事部A

裁 判 官 山 地 修

（裁判官の配置）

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする｡

第1民事部A

裁 判 官 山 地 修

〃 藤 野 美 子

（和歌山地裁へ）

〃 真 田 尚 美 真 田 尚 美

一 花 有香里

〃

〃

1

（岡山家裁から)
① 叩 ● 0

〃 （銅 大 寄 悦 加

〃 （調 山 田 裕 章

〃 丹 治 雅 文

（千葉地裁から）

第1民事部B

裁 判 官 （銅桑 原 直 子

(銅大 寄 悦 加

(網 山 田 裕 章

鴫 本 有里壬

．(山口地裁へ)。

〃

〃

〃

第1民事部B

裁 判 官

〃

一》一一や
子直原桑調く

嫌》真 田 尚 美〃

″
″

一》一唯一印一
″

″

〃

》一 〃

〃

″
″

〃〃

″
″

〃

第2民事部

裁 判 官

〃

第2民事部

裁 判 官 桑 原 直 子

山 崎 岳 志

(和歌山家裁から)

嶋 村 弥 寿

桑 原 直 子

嶋 村 弥 寿 〃〃
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【機密性2】

琴 岡 佳 美〃

（東京地裁へ）

第1刑事部

裁 判 官

〃 ‐

第1刑事部

裁 判 官

〃

藤 原 美弥子

河 本 薫

(最高裁刑事局付へ）・

清 水 瑛 夫

藤 原 美弥子

今 野 藍匙
夫か、

清 水 瑛〃 〃

第2刑事部

裁 判 官

〃

第2刑事部

裁 判 官

〃．口一一一

正
一
ｊ

一一》》
田武

〃 〃

部に属しない裁判官

裁 判 官

〃

部に属しない裁判官

裁 判 官

〃

』一 箒美脇惣
窒 惣 脇 美奈子

佐 藤 克皇則

（岸和田支部から）

‐･塚 田 奈 保

（和歌山家裁から）

吉 澤 暁 子

楠一 真由子

（宇都宮地裁から)

中 村 公 大

〃

吉 濡 暁 子

平 井 美衣瑠

(東京地裁へ）

中 村 公 大

山 根 直 輝

（外務省へ)

〃

〃

〃

〃

″
″

〃

守

(中卿 (中略）

第2章 岸 和 田 支 部 第2章 岸 和 田 支 部

（裁判事務の分酋勘

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は､次のとおりとする。

裁 判 官 和久田 斉

他の裁判官の担当する事件を除くその余の

民事事件

裁 判 官 寺 田 悠 亮

梛覇家裁へ）

刑事公判事件(再審請求事件を含む｡）の2

分の1－

（裁判事務の分配）

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

．裁 判 官 和久田 斉

：他の裁判官の担当する事件を除くその余の

民事事件

： 裁 判 官 田 中 幸、大

（京都家裁ｶﾐら），

刑事公判事件(再審請求事件を含む｡）の2

分の1

l1

23



【機密性2】

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

’項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当する事

件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

､財産開示事件及び第三者からの情報取得事

件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分

の1民事非訟事件（本条において別に定め

る場合を除く。）の3分の1

裁．判 官 栩 木 純 一

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1：

前記事件のほか、他の裁判官の担当する事

件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得事

件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分

の1民事非訟事件（本条において別に定め

る場合を除く。）の3分の1

裁 判 官 佐一藤 克 則

I

典藝全と
民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1

民事保全事件（特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含む。）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件 ：

裁 判 官 梅．本 聡 子

民事訴訟事件(再審請求事件を含江）の3

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の9、

債権執行事件、財産開示事件及び第三者が

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1

民事保全事件（特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含む。）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件

裁 判 官 梅 本 聡 子

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

ノ
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【機密性2】

1分の4

民事保全事件（特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137号う

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3．
分の1 ・

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁 判 宣 千葉 沙 織

紳戸瞳へ)；

刑事公判事件(再審請求事件を含む｡）の2

分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の’

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

同時廃止事件を除く破産事件の全部 ・

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別清算

事件の全部

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得事

件の3分の2・

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第4章に定める保護命令申立

事件、保護命令の効力停止の申立事件及び

保護命令の取消申立事件の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分

1分の4

民事保全事件(特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137罰

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むも）の4分の1
保全異議及び保全取消事件の4分の1 ．

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1，

人身保護事件の4分の1．

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁 判 官 吉 田 真 紀

』通山地裁から）

刑事公判事件(再審請求事件を含む｡）の2

分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又ば第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別清算

事件の全部

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得事

件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第4章に定める保護命令申立

事件、保護命令の効力停止の申立事件及び

保護命令の取消申立事件の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分

13
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口

【機密性2】

の1

商事非訟事件（過料事件を除く。）

裁 判 官 蓮 崇 司

一(京都家裁から）

民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の3

1分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1 ,

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律第4章に定める保護命令申

立事件、保護命令の効力停止の申立事件及

び保護命令の取消申立事件の3分の1

令状事件の8分の2

裁 判 官 水．口 美 弥

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の9

民事保全事件 (特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去・

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1 ．

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の'’

の1

商事非訟事件.娼料事件を除く｡ ）

裁 判 官 佐 藤 志 保

．(京都家裁へ）

民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の3

1分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1．

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律第4章に定める保護命令申

立事件、保護命令の効力停止の申立事件及

び保護命令の取消申立事件の3分の.1

令状事件の8分の2

裁 判 官 水 口 美 弥

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の9

民事保全事件（特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律(平成13年法律第137号う

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の'’

』

ノ

■
民事非訟事件（本条において別に定める場

合を除く。）の3分の2

裁 判 官 一 須 藤晴 菜
（大阪家裁から）

令状事件の8分の'’

民事非訟事件（本条において別に定める場

合を除く。）の3分の2

裁 判 官 栩 木 純 一

令状事件の8分の1

ll4
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【機密性2】

(中略） (中略）

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項$第36条､第38条

第1項及び第39条第1詞

別表5

第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第34

条第1項､第35条第1項､第36条､第38条第

1項及び第39条第1項）

月嶬5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

第1係（月水金）裁判官

第2係(月水金） 1--

第1 民事公判係

第1係（月水金

第2係(月水金）

藤 田 康 夫

小林 勘一郎

（右京簡裁へ）

佐 伯 公 正

裁判官 藤 田 康夫

〃 西 森 公 治

．(和歌山・橋本簡裁から）‘
〃 佐 伯 公 正

〃 富 川 崇

（民事公判且係から）

〃 松 本 隆 英

第3係(月水金） 〃 第3係;(月水金）

第4係(月火木） 〃

墳
美
恵
隆

宏
治

弘
篁

一」御叫郡坐拝口》
”一一鐸畢塞‐

一一》一
一一一蝿

噌岩

第4係(月火木）

tか

利
洞
鋤

火
火
水

月
月
月

Ｉ
ｌ
く

係
係
係

５
６

７

第
第
第

和
ｊ
釦

火
鉢
水

帽
帽
帽

係
係
係

５
６

７

第
第
第

福 田 人 美

西 嶋 一 恵

屋一立 和 城

1令状係から)。

新 屋 眞 宏

″
″

″

″
″

″

第8係(木） 第8係(木）〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第9係（水金） 〃 第9係（水金） 〃 神 谷 義 彦

（民事公判14係から）

〃〃 遠 藤 恭 弘

ll5
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【機密性2】

一一一一一口や一例一母琿一・一
》一札一一

第10係(月火木)，』苅 谷 誠

鮮戸簡裁へ）

丸橋 俊 幸

谷 川 佳 史

（京都簡裁へ）

東 山裕 実

神 谷 義 彦

(民事公判9係へ）

第10係(月火木）』

ｊ
ｊ

金
木

水
火

月
月

ｌ
く

係
係

１
２

１
．
１

第
第

梱
や

月
月

ｌ
Ｉ

係
係

１
１

１
２

第
第

〃

〃

″
″

″
″
一

や
釦

月
月

く
く

係
係

３
４

１
１

第
第

楠
坤

月
月

く
ｌ

係
係

３
４

１
１

第
第

〃

〃

〃

第15係(月火木）〃

》一一
や

一
第15係(月火木）』

第16係(月水金） 〃第16係(月水金) 』

第17係(月火木）

第18係(月水金）
″

″
｜

蝿
桧

月
月

く
ｌ

係
係

７
８

１
１

第
第

〃

〃

第21係(月水金） 〃第21係(月水金）〃■■■■

〃

第22係(月火木） 〃第22係(月火木） 〃 高 山 正 之
三.二一一一」

（東近江簡裁へ）

第2 民事特殊事件係(即決和解､公示催告､督促、

保全、非訟等）（毎日）

裁判官（兼)松 永 栄治

〃 田 中‘俊 次

〃 森 本 幸 治

〃 池 尻 修・三

（交通即決係へ）

坐一 菅 浩 次

峰岡・浜坂簡裁へ）

〃 西 村 実 信

(京都簡裁ユ

〃 （網川量り勝 巳

（兼務解消）

〃 （兼）中 村 浩 之

（笠岡・倉敷簡裁から）

第2 民事特殊事件係(即決和解､公示催告､督促、

保全、非訟等）（毎日）

裁判官 （兼)松 永 栄 治

〃 田 中 俊 次

． 〃 森 本 幸 治

〃 太 田 朝 陽

（浜松簡裁から）

〃 木 花 弘

（令状係から）

〃 村：田 昌 三

（右京簡裁から）

〃 小 川 親､治

（令状係から）

肌 （兼）中 村 浩 之

〃 （兼）伊 麓雅一之

（兼務発令）
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【機密性2】

第3 調停係（毎日）

第1係 裁判官 小 西 義 博

第3 調停係（毎日）

第1係 裁判官 小 西 義 博

〃 、 宮 川 隆

（民事公判7係から）

第2係 〃 岸 本 将嗣

一(甲麓簡裁から）

第3係 〃 矢一野 靖 人

(富田林簡裁から）

第4係 〃 山 田 誠

一僻戸簡裁から）

第5係 〃 今 田 勝 己

第4 刑事公判係

第1係(月水木）裁判官（諭畑 村 章夫
第2係（月水木） 〃・ 樋 口 裕 墨

一(京都簡裁から）

〃 仙 波 陽 子

第2係 〃 、 山 下 雅 童

…(甲賀簡裁へ）

第3係 〃 水 野一和 雄
仇ﾛ古ｿII簡裁へ）

第4係 〃 伊 葉 匡 功

一(民事公判’2係へ)
第5係 〃 今 田 勝 己

第4刑事公判係

第1係(月水木）裁判官 （兼)畑 村 章 夫

第2係（月水木）

仙 波 陽 子〃

第5 略式係（毎日）

(1)普通略式係

第5 略式係（毎日）

(1)普通略式係 ． 夫
子
鐘

弘

一
，
章
陽
直

村
波
本

》
畑
仙
豈

噸
蝿

裁判官

〃

裁判官

〃

〃

夫
子

昇
光
一

鍔一一壁》一一一》一一
章

陽

村
波

畑
仙噸

〃

〃〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

(2)交通即決略式係 (2)交通即決略式係

裁判宣 内 藤 智 機

（民事公判16係へ）

〃 阿 部 昭 彦

裁判官 池 尻 修 三

（民事特殊係から）
〃 阿部 昭彦

第6 令状係（毎日） 第6 令状係‘(毎日）

裁判官（銅渡 部 市 郎

〃 (兼)水 落 桃 子

（兼務解消）

裁判官
〃

一壁 郎市部渡銅
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【槻密性2】

》

一
一一

〃

〃

､

(調比 舍 昌 志

(銅六 郷 和 紀

： _(兼務発令）

(調吉 田 開

″
″

一》一口》一口一一一
開田吉噸． 〃

″
″

一一’一権一口坐一噸・》
昇川山右．〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃

〃 （兼)仙 波 陽 子

″
″

〃

第2章 堺簡易裁判所第2章 堺簡易裁判所

（裁判事務の分配）．

第43条 堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。、

裁 判 官 長一井秀一座
（任簡判）

民事訴訟事件の5分の2

（裁判事務の分醜

第43条 堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁 判 官 一 松 田 亨
（京都簡裁へ）

民事訴訟事件の5分の2

18
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【機密性2】

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符(三者即日罎方幻による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5

分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官 三 浦 、恵

（社簡裁へ）

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

督促事件(支払督促申立却下処分に対する

異議事件、仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件の2分の1

民事過料事件 ､

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件 ・

刑事正式裁判事件 (当該裁判官の関与した

略式命令事件を除く。）

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件

刑事雑事件の．5分の2

裁 判 官（代行)藤田 大 生

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の1

民事雑事件の5分の1 ： ‘

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5

分の1

刑事雑事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5

分の2

刑事雑事件の5分の2 ・

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

． 裁 判 官 保 田 将 司

一(東京簡裁から）

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

督促事件伎払督促申立却下処分に対する

異議事件、仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件 ． 、

即決和解事件の2分の1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件.

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

略式命令事件を除く。）

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件

刑事雑事件の5分の2

裁 判 官（代行）藤 田 大 生

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の1

民事雑事件の5分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5

分の1

刑事雑事件の5分の1－
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【機密性2】

裁 判 官、(代行）植 田 武 志

民事調停事件の 2分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件 (待命)'の5

分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件及び刑事略式命令事件(待命)を除く

刑事略式命令事件の2分の1

裁 判官（代行）三 瀬 英 祐

民事調停事件の2分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5
. ,

分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

裁 判 官（代行)植 田 武 志

民事調停事件の2分の1

交通切符(三者即日哩方鋤による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5

分の1 ‘

交通切符(三者即日処理識による略式命

令事件及捌事略式命令事件(待命)を除く．
刑事略式命令事件の2分の1

裁 判 官（代行）三 瀬 英 祐

民事調停事件の2分の1

交通切符(三者即日処理方式)による略式命

令事件を除く刑事略式命令事件(待命)の5
分の1

交通切符(三者即日哩壼jによる略式命

令事件及び刑事略式命令事件(待命)を除く

刑事略式命令事件の2分の1

裁 判 官’(調藤・野 美 子

I

令事件及び刑事略式命令事件(待命)を除く

刑事略式命令事件の2分の1

裁 判 官 （兼）一 花 有香里

（兼務発令）（兼務解消）

民事保全異議及び取消事件民事保全異議及び取消事件

(中略）(中略）

第3章 岸和田簡易裁判所第3章 岸和田簡易裁判所

（裁判事務の分配）

第47条 岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は､次のとおりとする。

裁 判 官 辰 已 晃

民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の5

分の3

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件、仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

’民事過料事件

・ 民事保全事件

即決和解事件

(裁判事務の分配）

第47条 岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は、次のとおりどする。

裁 判 官 、 辰 巳 晃

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の5

分の3

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件､仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件)

公示催告事件

民事過料事件 ．

民事保全事件

即決和解事件‘
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【機密性2】

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

民事事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件・

裁半L_E_iftm-哲内 正 浩

J職務代行発令）
民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の5

分の2

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命.(切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の
民事事件．

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官（代行)矢 野･靖 人

．(職務代行解消）

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡)の5

分の2

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第5 2条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務

(中略） (中略）

第4章 その他の簡易裁判所 第4章 その他の簡易裁判所

鐡判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所､堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

（1）大阪池田簡易裁判所

裁 判 官 藤 田 大 生

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官(代行)足 立 和城

。(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件

（裁判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所､堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

（1）大阪池田簡易裁判所

裁．判 官 藤 田 大 生

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官(代行）大 西 光

＝(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）． ・

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件
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【機密性2】

(2)豊中簡易裁判所

〆 裁 判 官 山 本 泰 博

民事事件

刑事正式裁判事件(当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判 富;(代行)岩 川 昇
（職務代行発令）

山本裁判官の関与した刑事略式命令事件に

．対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(3)吹田簡易裁判所

裁 判 官 舩 越 英明

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官（代行)高一田禎 子
(職務代行発令）

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及
び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件

(4)茨木簡易裁判所、

裁 判官 加 藤 優

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

・裁 判 官(代行)小 川観 造

（職務代行発令)‐

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。) ･J

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

． 事件

(2)豊中簡易裁判所

裁 判 官 山．本 泰 博

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く｡ ）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

：裁 判 官(代行)岩 本 直 樹

（職務代行解消)‐

山本裁判官の関与した刑事略式命令事件に

対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち､ 公職選挙法違反

事件 。

(3)吹田簡易裁判所

裁 判 官 舩 越 英 明

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判 官(代征l小 川親 治
（職務代行解鴻)‐

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち､ 公職選挙法違反

事件

(4)茨木簡易裁判所

裁判 官 加 藤 優

民事訴訟事件の3分の2 ‘

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官(代行)西村 実 信

．(“ｲ切了解消）

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件
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【機密性2】

令状事件の5分の1

(5)東大阪簡易裁判所

、 裁 判 官 西 田 眞 基

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1 ．

裁 判 官 山 田 正 人

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1

(6)枚方簡易裁判所

裁 判 官 齋 藤 正 人

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

牽過料事件の2分の1
， ? ,

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1．

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
f_ ．

1 ．

裁 判 官 岡 田：幹 雄

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑

・事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1

裁 判 官(代ｲ、 菅 浩 迭

。(職務代行解消）

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

令状事件の5分の1

(5)東大阪簡易裁判所

裁 判 官 西 田 眞 基

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

裁 判 官 山 田 正 人

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件(当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く｡．）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1 ． ．

(6)枚方簡易裁判所

裁 判 官 齋 藤 正 人

， 民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

‘ 民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

．：令状事件の5分の2，

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

裁 判官 岡 田 幹 雄

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1 、

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑

事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1

・ 裁 判官（代行）村 田 昌三

(職務代行発令）
民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件
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【機密性2】

督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件、仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適鶴促異議事件）

民事特殊事件.(民事保全事件を除く。） ・

令状事件の5分の1

(7)富田林簡易裁判所

裁 判 官 竹 内 正 浩

畔戸簡裁から）

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件 ；

裁 判 官（代行）畑 村 章 夫

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち､公職選挙法違反
事件

（8）羽曳野簡易裁判所

裁 判 官 植 田 武 志

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官(代行)嶋 村 修 士
一(職務備了発令〉

刑事正式裁判事件(公職選挙法趣事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件

(9)佐野簡易裁判所

裁 判 官 三 瀬 英 祐

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官（代行）辰 巳 ‘ 晃

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

督促事件 (支払督促申立却下処分に対する

異議事件、仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

民事特殊事件（民事保全事件を除く。 ）

令状事件の5分の1

(7)富田林簡易裁判所

裁 判 官 一一 矢 野 靖 人

（大阪簡裁へ）

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官（締了）畑 村 章 夫

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件

(8)羽曳野簡易裁判所

．：裁 判 官 植 田 武 志

民事事件 ,

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

： 裁 判 官(代行)木 花一 弘
峰代行解消）

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反

事件

(9)佐野簡易裁判所

裁 判 官 三 瀬 英 祐

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁 判 官（代行）辰 已 晃

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反
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【機密性2】

事件 事件

(中噸 (中略）
I

第 6 編 司法行政事務の代理順序 第 6 編 司法行政事務の代理頂序

（司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は､ 次のとおりとする。

（司法行政事務の代理)

第54条 所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

(中略） (中略）

3 岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は§次のとおりとする。

第1順位 裁判･官 栩 木 純 一
第2順位一 裁 判一官 田一中 幸 大

3 岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は､次のとおりとする。

第2順位 裁判 官 栩 木 純 一
D

B

(中略） (中略）

6 堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判

官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理す

る者の順序は、次のとおりとする｡：

第1順位 裁.判官一松 田 皇

第2順位 裁 判一宣 三 浦 恵

6 ・堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判

官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理す

る者の順序は、次のとおりとする｡

第1順位 裁 判 官 長 井秀 典

第2順位 裁 判 官 保’田 将 司

0

(中略） (中略）

堕一型

こ＠規程l圭当金和7年4月_L日から施行する。．
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【機密性2】

分配及び裁判官の配置等規程変更（案）
伶和7年3月21日諮問）

伶和7年4月1日実施）

変 更 後行現

際2編 体庁民事部）第3章第10条第1詞

別表1

（第2編（調〒民事部）第3章第10条第1駒

別表1

裁判官の配置及び開廷日割
‘ ﾛ裁判官の配置及び開廷日割

(中吻(中略）

（月火水金）

横 田 典 子

宮 崎 陽 介

藤 村 享 司

小 森 ま や

(乳儲橋 本 康 平

（兼務発令l

宮 原 翔 子

第2民事部（租税・行政部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

(月火水金）

横 田 典

宮 崎 陽

藤 村 享

小 森 ま

第2民事部鯛税･行政細

裁 判 官

〃

〃

〃

子
介
司
や

宮 原 翔 子 〃
〃

(中噸(中略）

第21民事部（知的財産権部）（火木）

裁 判 官 松 川 充 康

（職ｲQ武 官 英 子

‘癖fWﾃ発令)－

〃 阿波野 右 起

〃 ． （兼）島 田 美喜子

〃 西 尾 太 一

第21民事部(知的財産権部) (火木)

裁 判 官 松 川充 康

右 起

美喜子

太 一

阿波野

(網島 田

西 尾

〃

〃

〃

(中略）(中略）

一一一一
毅藤

ｊ林
齋

火月く

第23民事部（普通部）

裁 判 官 ．

第23民事部（普通部）（月火水木）

裁 判 官 齋 藤 毅

’黒 田 香

佐 藤 いぶき

〃

〃

〃

〃

1
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【機密性2】

(兼)堀 田 ら な

尾 藤 淳 哉

(調堀 田 ら な

尾 藤 淳 哉

″
″

″
″

(中略） (中略）

（第3編（本庁ｦRI事部）第3章第22条第1園

別表3

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1詞
K

別表3

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中”

第8刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

第8刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 辛 島 明

(毎日） ，‐

辛 島 明

(職代）田 中 伸 一

(N罐代行発令）

角 田 康．洋

C調田 島花. 菜

角 田 康 洋

(兼)田 島’花 菜

″
″

″
″

(中略）(中略）

第13刑事部（普通部）（毎日）

”裁 判官 荒 木 未 佳

第13刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

（毎日）

荒 木 未 佳

(職代）岩 崎 邦 生

一(職務代行発令）

氷 落 桃 子

沼 田 晃 一

吉 田 純

水
沼
吉

落
田

田

桃
晃

子
一
純

″
″

″

″
″

″

(中略） (中略）

第15刑事部（普遍部） (毎日）

裁 判 官 末 弘 陽 一

第15刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

（毎日)

末 弘 陽 一

@mk)高･締里 奈

（職務代行発令）

南 うらら

深 見 翼

堀 田 ら な

南
深
堀

ら
翼

な
ゐ』、一

通（″彦．
』鼻』”一

″
″

″

″
″

″

見
田

(中略） (中略）

2

39



【機密性2】

瞳と塾

ﾉ

3
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更懐）

伶和7年3月27日諮問）

伶和7年4月1日実施）

現 行 変 更 後

第 2 編； 本 庁 民 事 部 第 2 編 本 庁 民 事 部

第1章 通 則 第1章 通 則

(中略） (中略）

（同蕊3

第5条 この編において、次の各号に掲げる事件

名の意義は当該各号に定めるところによ･り､ そ

の他の事件名は民事事件記録符号規程(平成1

3年最高裁判所規程第1号）と同一の意義によ

る｡,

（定義）

第5条 この編において、次の各号に掲げる事件

名の意義は当該各号に定めるところにより、そ

の他の事件名は民事事件記録符号規程（平成1

3年最高裁判所規程第1号）と同一の意義によ

る。

(中略） (中略）

⑩ 知的財産事件 ⑩ 知的財産事件

(中略） (中略）

カ アに掲げる権利又は法律により保護され

る利益が侵害されたことを理由とする笠室
電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

及び発信者情報の開示に関する法衛(平成

13年法律第137号) 第4章に定める発

信者情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

(中略）

カ アに掲げる権利又は法律により保護され

る利益が侵害されたこ.とを理由とする特定

生す

(平成

13年法律第137号)第4章に定める発

信者情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及蝿去禁止命令事件

(中略）

⑫ 一般民事保全事件等 ⑫ 一般民事保全事件等

(中略） (中略）

エ 第10号に定めるものを除き、笠定電気 エ 第10号に定めるものを除き、

通信による情報の流通によって2

特定電気

生する権

発信者情報の開示に関する迭建(平成1 3 利侵害等への対処に関する法律（平成13

1
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【機密性2】

年法律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随する提

供命令事件及び消去禁止命令事件

年法律第137罰 第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随する提

供命令事件及び消去禁止命令事件

(中略）(中略）

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1詞

別表3

（第3編 体庁刑事部）第3章第22条第1靭

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

晦日）

末 弘.陽 一

(職代）高 橋 里 奈

南 うらら

．深・見 翼

(職f､ 林 村 優 雅

“f葡了発令)一

堀 田 ら な

第15刑事部（普通部）

裁 判 官

〃 ．

．〃

〃

‘〃

侮日）

末 弘 陽一

(職代）高 橋 里 奈

南 うらら

深 見 翼

第15刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

堀 田 ら な 〃〃

(中”(中略）

第2章 岸 和 田 支 部第2章 岸 和 田 支 部

（裁判事務の分配）・

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

（裁判事務の分配)

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

(中略）(中略）

裁 判 官 栩 木 純 一裁 判 官 栩 木 純 一

民事訴訟事件(再審請求事仲を含む｡）の3

1分の9 〆

債権執行事件､ 財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1 ． ・

民事保全事件（勝定電気通信役務提供者の

民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の3

1分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1，．

民事保全事件齢定電気通信による情報の

流趣よ竺工塾生丈皇錘u量壹筆竺里裁坐

2
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【機密性2】

に関す‘る法律(平成'3年法律第’37号う
第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むb)の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保識件の4分の’

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件

裁 判 官 梅 本 聡 子

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の4

民事保全事件 (特定電気通信役務提供者の

胆露壷霊§(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含む6）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1 ’

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件

裁 判 官 梅 本 聡 子

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡）の3

1分の4

民事保全事件（特定電気通信による情報の

流通によって発生する権利侵害等へ⑫対処

に関する法律（平成13年法律第137罰

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1｡

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

に関する法律(平成13年法律第137割

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事件を除く民事執行事件の3

分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1‘

令状事件の8分の2

(中略）(中略）

裁 判 官 水 口 美 弥

民事訴訟事件(再審請求事件を含むb)の3

1分の9

民事保全事件(特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法焦(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

裁 判 官 水 口 美 弥

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡） の3

1分の9

民事保全事件（牲定電気通信による情報の

流通によっ工壷生する権利侵害等への対処

囮霞…雷(平成13年法律第137号）

第4章に定める発信者情報開示命令事件並

びにそれに付随する提供命令事件及び消去

3
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【機密性2】

禁止命令事件を含むb)の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の'’

禁止命令事件を含錘）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1 。

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の' ’

訴えの提起前

事件の4分の

令状事件の8：

■
民事非訟事件

’
－｜
民事非訟事件（本条において別に定める場

合を除く｡ ）の3分の2

民事非訟事件（本条において別に定める場

合を除く。）の3分の2

(中略）(中陶

瞳一旦1

この規程は、令和7年4月1日から施行する”

岡｜
ロ■I
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【機密性2.】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 篠9

(令和7年4月25日諮問）
q

伶和7年5月1日実施）

現 行 変 更 後

蟻3編（調うﾂ刊事部)第3章第22条第1項）

別表3

際3編体庁刑事部)第3章第22条第1項）
別表3

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）

第12刑事部（租税部）（毎日）

裁．判 官 三 村 三 緒

‘〃 ￥(韮)_控一部一重一良、

（兼務解消）

〃 中 井 太 朗

〃 鈴 木 真理子

〃 黒 川 真 吾

第12刑事部（租税調 （毎日）．

裁 判 官 三 村 緒三

中
鈴
黒

井
木
川

鋼
藷宰

″
″

″

第13刑事部(普通部）（毎日)

裁 判 官 荒 木 未 佳

第13刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

晦日）．

荒 木 未 佳

蝿伐L岩鰯 邦 生

（職務代行解消）

水 落 桃 子

沼 田 晃 一

吉 田 純

水
沼
吉

落
田
田

桃
晃

″
″

″

子

一

純

〃

〃

〃

Ｉ

(中略） (中噸

瞳一則

こ空罐些一金和7年5且1日から施行する。

1
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【機密性2)

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年5月13日諮問）

伶和7年5月19日実緬

変 更 後現 行

儲2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

三
上
佐
枚
大

１

‐

棒
鯛

水
、

月

第8民事部（普通部）

裁 判 官

〃 ‘

〃 ‘

〃

〃

錨
三

上
佐
枚

木
雨

水月く

第8民事部.(普通部）
b

裁 判 官

吾
瞳
規
樹一錘

憲
文
雅

村
田
野
田

吾
瞳
規
樹

憲
文

雅

村
田
野

田

″
″

″

ヴ

(中略）(中卿

(月火水金）

大 野 祐 輔

・ 木 山 智 之

大 谷 智 彦

(兼）伊 藤 佳 子

須 田 翔 太

旺補)

第12民事部(普通部）

裁 判 官

〃

〃・

〃

〃

野
山

谷
藤

梱
大

木
大
倹

火月
銅

く

第12民事部(普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

輔
之
彦

子

祐
智

智
佳

(中陶

(火水木金）

鷹 野

宮 崎

岡 田

(兼）北 岡

河 井

第25民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

(火水木金）

鷹 野

宮 崎

岡 田

(兼）北 岡

第25民事部(普通部）
裁 判 官

〃

‐ 〃

〃

旭

純一郎

恵 梨

佑 太

沙 織

‘旭

純一郎

恵 梨

佑 太

．(任補）
U

､(中略）(中略）

(第3編 体庁刑事部）第3章第22条第1罰(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

il
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【機密性2】，

別表3 別表3

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部 鱈通部）（毎日）

裁 判 官

〃 .

第1刑事部（普通部）

‐ 裁 判 官

. 〃

‘ 〃

(毎日）

加 藤 陽

高 橋 俊 介

加 藤 雄 大

水 城 真那花

（任補)

(毎日）

近 道 暁 郎

冨 岡 健 史

（兼)南 夢衣子

新池谷 圭 輝

（任補）

(毎日）

御 山 真理子

辻 井 由 雅

（兼）近 藤 友 貴

養 元 貴 大

（任補）

加
高
加

藤
橋
藤

陽
介
大

俊
雄

〃

〃

第2刑事部（普通部）

裁 判 官

〃 ‐

〃

(毎日）

近

富

（兼）南

第2刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

道
岡

暁 郎

健 史

夢衣子

第3刑事部（普通部）

裁 判 官

〃．

〃

(毎日）

御

辻

（兼）近

第3刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃‘

雷
雅
貴

真
由
友

山
井
藤

(中略） (中略）

第6刑事部（普通部）

裁 判 官

．〃

〃

(毎日）

山；田 裕･文

藤 永 祐 介．

（兼) 奥 田 紗 永

（兼務解消）

第6刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

(毎日）

山 田 裕 文

藤 永 祐 介

。 〃 11崎 陽

ご(任補）

第7刑事部(普通部）（毎日）

裁 判 官 伊 藤 寛 樹
〃 増 尾 崇

〃 （兼）村 田 幸 生
〃 ． 加 賀 潮 美

一(任補）

第8刑事部･(普通部）（毎日）

裁 判 官 辛 島 明

第7刑事部噌通部）

裁 判 官

〃

〃

(毎日）

伊

増

（兼）村

藤 寛 樹

尾 崇

田 幸 生

第8刑事部(普通部）（毎日）

裁 判 官 辛 島 明

2
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【機密性2】

(職代）田 中 伸 一

角 田 康 洋

(職代）田 中伸 一

角 田 康 洋

（兼）田 島 花 菜

（兼務解消）

〃

〃

″
″

″

岩 崎 由莉耶〃

（任補）

(中略）(中略）

第14刑事部（普通部）

・ 裁 判 官

、 〃

〃

． 〃

(毎日）

大

倉

(兼）尾

大

(毎日）

大

倉

(兼）尾

第14刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃 』唾
子
章
哉

直
淳

森
成
藤

森 直 子

成 章

藤 淳 哉

(中略）(中略）

瞳と鼬

令和7年5月19日から施行する｡この鐸は、

3
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年5月13日諮問）

伶和7年5月31日実緬
、

変 更 後現 行

僥2編(本庁民事部)第3章第10条第1詞
別表1

（第2編(本庁民事部）第3章第10条第1卿

別表1

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）

第25民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

第25民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

(火水木金）

鷹 野 旭

宮 崎 純一郎

岡 田 恵 梨

(兼）北 岡 佑 太

（兼務解消）

河 井 沙 織

(火水木金)、

應 野

宮 崎

岡 田

旭

純一郎

恵 梨

河 井 沙 織〃〃

(中略）(中略）

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1園

別表3 ．

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

(毎日）

末 弘 陽 一

(職代）高 橋 里 奈

一(職務代行解消)〃

南 うらら

深 見 翼

職代）林 村. 優 雅

（職務代行解消）

堀 田 ら な

第15刑事部(普通部）（毎日）

裁 判 官 末 弘 陽 一

第15刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

南 うらら

深 見 翼

″
″

″

″
″

堀 田 ら な〃 〃

(中略）

1
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【機密性2】

’’
①

〆

附則

この規程は､令和7 5月31日から施行する

2
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【機密性2】

事務分配及〔職ﾄﾘ官の配置等規程変更懐）
､

伶和7年4月25日諮問）

（令和7年6月1日実施）

現 行 変 更 後

第 1 編 総 則 第 1 編 総 則

(中略） (中略）

織判官の所属）・

第2条 本庁勤務の裁判官を民事部及び刑事部に

分ける。 ・

2，3 （略） ‘

4 堺支部勤務の裁判官を同支部の第1民事部、

第2民事部、第1刑事部又は第2刑事部に所属

、させるほか-艶lこ属しない裁判官を置舎

（本庁と支部及び支部相互間における裁判事務の

分酉勘

第3条 堺支部及び岸和田支部の事件についての

裁判所法第26条第2項第1号の決定は、堺支

部が行う。 ．

2～7 （略）

8 各支部及びその管内の簡易裁判所の裁判官が

した裁判に対する刑事訴訟法第429条の準抗

告事件は、堺支部が処理する。

（裁判官の所属）

第2条 本庁勤務の裁判官を民事部及び刑事部に

分ける。

2，3 （略）

4 堺支部勤務の裁判官を同支部の第1民事部、

第2民事部､第1刑事部又は第2刑事部に所属

させる。．

（本庁と支部及び支部相互間における裁判事務の

分配)

第3条 堺支部及び岸和田支部の事件についての

裁判所法第26条第2項第1号の決定は､堺支
部が行う。

2～7 （略）

8 各支部及びその管内の簡易裁判所の裁判官が

した裁判に対する刑事訴訟法第429条の準抗

告事性及び児童福祉法第33条のー時保護状請

求却下の裁判に対する取消請求事件は､堺支部
が処理する。(中略）

第 3 編 本 庁 刑 事 部 第 3 編 本‘庁 刑 事 部

(中略） (中略）

第2章 裁判事務 の分配 第2章 裁判事務の分配

（中略）

脂定弁護士が起訴した事件の配付）

第15条の2． 指定弁護士 (検察審査会法第41

条の9第1項の指定を受けた弁護士をいう。）が

公訴を提起した事件は､租税事件を含むものは、

租税部に､その他のものは､普通部に順次配付す

(中略）

（指定弁護士が起訴した事件の配付）

第15条の2 指定弁護士（検察審査会法第41

条の9第1項の指定を受けた弁護士をいう。）が

公訴を提起した事件は、租税事件を含むものは、

租税部に､その他のものは､普通部に順次配付す

1
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【機密性2】

る。ただし､即決裁判事件は､第15部に配付す

る｡その配付に関す亀事項は､本庁刑事部の裁判

る｡ただし､即決裁判事件は､第15部に配付す

るb' る。

富の協議によっで定める。,’

（再審請求事件及び差戻事件の配付）

第16条 再審請求事件及び差戻事件は、それぞ

れ､裁判員事件､通常合議事件､一人制事件の区

分に従い､原裁判をした部以外の部伶状部を除

く。）に順次配付する。ただし､租税事件を含む

事件陸租税部に配付する｡

2 再審開始決定が確定した事件は、裁判員事件、

通常合議事件､一人制事件の区分に従い､原裁判

をした部及び再審開始決定をした部以外の部

（令状部を除く。）に順次配付する。ただし､租

税事件を含む事件は､租税部に配付する｡その配

付に関する事項は､ 本庁刑事部の裁判官の協議

によって定める。

（再審請求事件及び差戻事件の配付）

第16条 再審請求事件及び差戻事件は、それぞ

れ､裁判員事件通通常合議事件､ー人制事件の区

分に従い､原裁判をした部以外の部伶状部を除

く。）に順次配付する｡ ただし､租税事件を含む

事件は､租税部に酉副詞-る。
2 再審開始決定が確定した事件は､裁判員事件、

通常合議事件､一人制事件の区分に従い､原裁判

をした部及び再審開始決定をした部以外の部

・伶状部を除く。）に順次配付する。ただし､租

税事件を含む事件は、租税部に配付する。 1

(中略）(中略）

第1 9条 刑事補償請求事件、刑事訴訟法第18

8条の3､ 第362条､､第500条、第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は、本

案の裁判をした部に配付する。ただし､本案の

裁判をした部力蓉21条第4項に規定する艶で

あるときは､令状部を除く各部に順次配付する。

2 （略）

3 刑事訴訟法第266条第2号の決定により審

判に付された事件は、当該決定をした部以外の

部(令状部を除く。）に順次配付する｡曇の配付

に関士憂臺望墜些二杢丘過臺遜堕錘1宜里遡議塵

よって定めゑ2－

4′刑事訴訟法の準抗告事件（他の法令において

刑事訴訟法の準抗告手続の例によるとされるも

のを含む。）及び児童福祉法第33条の一時保

護状請求却下の裁判に対する取消請求事住は、

令状部を除く各部に順次配付する。その配付及

び処理に関する事項は、本庁刑事部の裁判官の

協議によって定める。

第1 9条 刑事補償請求事件、刑事訴訟法第18

8条の3、第362条、第500条、第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は、本

案の裁判をした部に配付するもただし、本案の

裁判をした部が第4部第9部又は篭11塾で

あるときは､令状部を除く各部に順次配付する。

2 （略）

3 刑事訴訟法第266条第2号の決定により審

判に付された事件は、当該決定をした部以外の

部（令状部を除く。）に順次配付する。

4 刑事訴訟法の準抗告事件(他の法令において

刑事訴訟法の準抗告手続の例によるとされるも

のを含む。） は、令状部を除く各部に順次配付

する。その配付及び処理に関する事項は、本庁

刑事部の裁判官の協議によって定める。

2
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【機密性2】

5 鵬）

6 刑事訴訟法第96条第3項の請求事件は、本

案の裁判をした部に配付する｡ただし、本案の

裁判をした部力譲4部､第9部又は第11趣で

あるときは､令状部を除く各部に順次配付する。

7 刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事

件は､令状部を除く各部に魑迭配付する。ただ

し、本案が係属しているときは、本案が係属し

ている部に配付する。

5 縄）

6 刑事訴訟法第96条第3項の請求事件は、本

案の裁判をした部に配付するbただし、本案の

裁判をした部力夢2’条第4項に規定する趣で
あるときは､令状部を除く各部に順次配付する。

7 刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事

件は、令状部を除く各部に配付する。ただし､､

本案が係属しているときは、本案が係属してい

る部に配付する。本項本文の配付に関する事項

唾顯爾HE霊迩匪認副I麺溌魂亜目って定め塁

組織的犯罪処罰法第62条第1項(麻薬特例

法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規

定による共助の例によるとされる場合及び不正

競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合

を含むb)の審査請求事件は、令状部を除く各

8 組織的犯罪処罰法第62条第1項（麻薬特例

法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規

定による共助の例によるとされる場合及び不正

競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合

を含むb)の審査請求事件は、令状部を除く各

部に唾配付し､同法第65条第1項(麻薬特

例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の

規定による共助の例によるとされる場合及び不

正競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法

第6章の規定による共助の例によるとされる場

合を含む。）の取消請求事件は、当該決定をし

た部に配付する｡ただし、当該決定をした部が’

第4蝿第9部又は第11部であるときは､令
状部を除く各部に順次配付する｡

8

を含むb)の審査請求事件は、令状部を除く各

部に配付し、同法第65条第1項（麻薬特例法

第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規定

による共助の例によるとされる場合及び不正競

争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第6

章の規定による共助の例によるとされる場合を

含む。）の取消請求事件は、当該決定をした部

に配付する｡ 本項前段の配付に関する事項は、

(中略） (中略）

第 4 編 支 部 第 4 編 支 部

第1章 堺 支 部 第1章 堺 支 部

（裁判官の配鐵

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

（裁判官の配画

第24条 堺支部における裁判官の配憧は、次の

とおりとする。

(中略） (中略）

第1民事部C

裁 判 官 （i約山 地 修

3
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惣
一
佐
一
塗
童
塑
空
一
山
一
鰻
一
丹

腿
一
麗
一
坦
一
澤

筆勢》塗塞錘一雲竺檸

″｜｜
″
｜
｜
″
｜
｜
″
｜
｜
肌
一
一
″
｜
｜
″
｜
｜
″
｜
｜
″

杜
一
旦
一
杜
一
治

I 塑
塑

銅

(中略）(中略）

塾に属しない裁判官

裁 判 官

壼一型一筆一唾一雲埜

惣
一

佐
一
塗
宣
撞
中

脇
一
墜
旦
澤

〃

″
｜
｜

″
｜
｜

″
｜
｜
″

村 、

（裁判事務の分配）

第25条 堺支部における裁判事務の分配は、次

のとおりとする。 ．

(1)～は）（略）

（5）＝時保護状請求却下の裁判に対す亀取消請

求事件は､第1民事部Cに配付する..ただL

織判事務の分配）

第25条 堺支部における裁判事務の分配は、次

のとおりとする。

(1)～は）（略）

裁判官に差し支えがあるときの代理は

部所属の裁判官の1…－

回 刑事訴訟事件のうち、裁判員の参加する刑
事裁判に関する法律第2条第1項各号に規定

する事件及びそれ以外の法定合議事件並びに

一人制事件は､各事件ごとに､第1刑事部に2

分の1，第2刑事部に2分の1の割合で順次

配付する。

IZI刑事訴訟法第429条の準抗告事件(他の
法令において刑事訴訟法第429条第1項

の請求に係る手続の例によるとされるもの

を含む｡）は､堺支部所属の裁判官の協議に

よって定める6

回令状事件は、堺支部及び堺簡易裁判所所属

(5)刑事訴訟事件のうち、裁判員の参加する刑

事裁判に関する法律第2条第1項各号に規定

する事件及びそれ以外の法定合議事件並びに

一人制事件は､各事件ごとに《第‘1刑事部に2

分の1、第2刑事部に2分の1の割合で順次

配付する。

(6) 刑事訴訟法第429条の準抗告事件（他の

法令において刑事訴訟法第429条第1項

の請求に係る手続の例によるとされるもの

を含むb)は､堺支部所属の裁判官の協議に

よって定める。

(7)令状事件は、堺支部及び堺簡易裁判所所属

41
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【機密性2】

の裁判官の協議によって定める。

(8)平成30年5月16日付け最高裁刑二第1

99号刑事局長､家庭局長総務局長､経理局

長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に

規定する方法による証人等の尋問等の手続に

ついて]により､共助事件に準じて取り扱われ

る嘱託は､第1刑事部に2分の1、第2刑事部

に2分の1の割合で順次配付する。

(9) 前8号に定める場合を除き､ 民事事件は第

1民事部A、第2民事部に順次､刑事事件及

び医療観察法第33条第1項又は第59条

第1項若しくは第2項の申立てを受けた地

方裁判所の裁判官が行う事務は第1刑事部、

第2刑事部に順次、それぞれ配付する｡

の裁判官の協議によって定める。

且 平成30年5月16日付け最高裁刑二第1

99号刑事局長､家庭局長総務局長､経理局

長通達｢刑事訴訟法第157条の6第2項に

規定する方法による証人等の尋問等の手続に

ついて｣により、共助事件に準じて取り扱われ

る嘱託は､第1刑事部に2分の1､第2刑事部

に2分の'の割合で順次配付する。’

幽前旦号に定める場合を除き、民事事件は第

1民事部A,第2民事部に順次､刑事事件及び

医療観察法第33条第1項又は第59条第1

項若しくは第2項の申立てを受けた地方裁判

所の裁判官が行う事務は第1刑事部､第2刑

事部に順次、それぞれ配付する。

(中略） (中略）Ｉ

堕一型

この規程は、令和7年6月1日から瀬了する詞

5
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 鰊3

伶和7年5月22日諮問）

伶和7年6月2日実施）

変 更 後行現

際3編（本庁刑事部）第3章第22条第1詞

別表3

（第3編体月ｦfﾘ事部)第3章第22条第1刺

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部） 侮日）

裁 判 官

〃

第1刑事部(普通部） (毎日）

裁 判 官

〃

〃

加 藤 陽

高 橋 俊 介

加一藤 陽

高橋 俊 介

加 藤雄 大

一｣依願退官）

氷 城 真那花 水 城 真謝硴〃〃

(中略）(中略）

(毎日）

井

（兼）高

第4刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

(毎日）

井 上 直 哉

（兼）高 橋 俊 介

一(麹加藤 雄大
．(兼務解消）

第4刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

上 直 哉

橋 俊 介

一〃

(中略）(中陶

侮日）

（兼）井

(兼）高

第9刑事部(普通部）

裁 判 官

〃

第9刑事部(普通部）

裁 判 官

〃

〃

(毎日）

（網 井 上 直 哉

（兼）高 橋 俊 介

（兼）加 藤雄 大

（兼務解消L

上 直 哉

橋 俊 介一

〃

(中略）(中略）

(毎日）

(頼井

(兼）高

第11刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

(毎日）

(剰 井

(兼）高

第11刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

上 直 哉

橋 俊 介

上 直 哉

橋 俊介

ll
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一

〃 一一〃

(中略） (中略）

幽一型
この燭程は、令和

2
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（鶏

(令和7年6月13日諮問）

（令和7年7月1日実施）

変 更 後行現

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1詞

別表1

（第2編(本庁民事部)第3章第10条第1詞
別表1

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）（毎日）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃 ・

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１日毎

〃

く職娠〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

部
裁

事民１第

松
斗
田

直
村
秦
橋
佐
吉
伊
北

枚
松
島
手

永
谷
中
江
上

栄
匡

一
泰
貴
卓
康
克

治
志

孝
輝
昭
義

平
郎
孝
子
太

樹
奈
奈
生

松 永 栄 治

斗 谷 匡 志

田 中 一孝

直 江 泰 輝

村 上 貴 昭

秦 卓 義

橋 本 康 平

佐 藤 克 郎

吉 澤 孝

伊 藤 佳 子

北 岡 佑 太

枚 田 雅 樹

松 本 幸 奈

島 崎 乃 奈

手 嶋 悠 生

小西池 将

(第10刑事部へ）

本
藤

澤
藤
岡
田
本
崎
嶋

佳
佑
雅
幸

乃
悠

(中略）(中略）

錨
谷
高
黒

林吹

第4民事部（商事部）

裁 判 官

〃

〃 ．

(火水木金）

谷 口 哲 也

高 原 大 輔

黒 田 吉 人

（兼）佐 藤 克 郎

（兼務解消）

白 石 大 樹

第4民事部（商事部）

裁 判 官

〃

〃

〃

哲
大
吉

也
輔

人

口
原
田

白 石 大 樹〃
〃

(中略）(中”

1
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【機密性2】

』

第12民事部（普通部）

裁 判 官

〃

… 〃

〃

(月火水金）

大 野 祐 輔

木 山 智 之

大 谷 智 彦

(兼）伊 藤 佳 子

一(兼務解消）

須 田 翔 太

第12民事部（普通部）

裁 判 官

〃 ’

〃

野
山
谷

》大木犬
飼

祐
智
智

輔
之
彦

須 田 翔 太〃 〃

(中略） (中略）

第21民事部（知的財産権部）（火木）

裁 判 官 松 川 充 康

〃 （職代）武・宮 英子

（職務代行解消）

〃 阿波野 右 起

〃 （兼):島 田 美喜子

〃 西 尾 太 一

第21民事部(知的財産権部）（火木）

裁 判 官 松 川 充 康

阿波野

(兼）島 田

西 尾

右 起

美喜子

太 一

″
″

〃

(中略） (中略）

第23民事部（普通部）

裁 判 官

〃

（月火水木）

齋 藤 毅

(職代)_酉｣団繁 靖

一(職務代行解消）

(職伐)_芝 田‘由 平

（職務代行解消）

黒 田 香

、佐 藤 いぶき

（兼）堀 田 ら な

（兼務解消)

尾 藤 淳 哉

第23民事部（普通部）（月火水木)

・裁 判 官 齋藤 毅

〃

黒 田 香

佐 藤 いぶき

〃

〃

〃

〃

〃

尾 藤 淳 哉〃 〃

ｊ部率
官

〃
ロ
５
８
、

。

》・ゞ鋤〃〃〃
４

・

２第

(月火木金）

野村 武 範

山 中 耕 一

仲 井 葉 月

(兼）田 崎 里－歩

（兼務解消）

村 田 幸・生

第24民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

(月火木金）

野 村

山 中

仲 井

範
一
月

武
耕
葉

村 田 幸 生〃 〃

2
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【機密性2】

(中略）(中略）

(第3編(本庁刑事部)第3章第22条第1詞

別表3．

（第3編体庁刑事部）第3章第22条第1翰

別表3

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第8刑事部僧通部）晦日)

裁 判 官 辛 島 明

第8刑事部（普通部）

裁 判 官

． 〃

(毎日）

辛 島 明

(職代）田 中 伸 一

（職務代行解消）

角 田 康.洋

岩 崎 由莉耶

角 田 康 洋

岩 崎 由莉耶

〃

〃

″
″

(中略）(中略）

(毎日）

渡 部 市 郎

三 澤：節 史

立 仙 早 矢

新 納 亜 美

比 舍 昌 志

六 郷 和 紀

一一 4､西池 将

（第1民事部から）

吉 田 開

第10刑事部（令状部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第10刑事部 伶状部）

裁 判 官

〃 .

〃

〃

〃

〃

(毎日）

郎
史
矢

美
志
紀

部
澤
仙
納
舍
郷

市
節

早
亜
昌
和

渡
三

立
新

比
六

吉 田 開 〃〃

(中略）(中陶

第14刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 大 森 直 子

〃 倉 成 章

第1.4刑事部（普通部）侮日）

裁 判 官 大 森 直 子
〃 倉 成 章

〃 （兼）尾 藤 淳哉

（兼務解消）

〃 大 川 未 来 大 川 未 来〃

(中略）

(第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3
(中略）

嬢5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

3
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【機密性2】

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38条

第1項及び第39条第1詞

別表5

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38条

第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 ｜ 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第6 令状係（毎日）

裁 判 官

． ‐ 〃

〃

：〃

〃

〃

第6 令状係（毎日）

裁 判官

〃

〃

〃

〃

〃

郎
史
矢
美
志

紀

市
節

早
亜
昌
和

部
澤
仙
納
舍

郷

渡
三
立

新
比
六

嗣
願
噸
鋼
銅
鯛

郎
史

矢
美
志
紀

市
節

早
亜
昌
和

部
澤
仙
納
舍
郷

渡
三
立
新
比
六

銅
銅
銅
噸
銅
願

〃 錘L止馳≦ 彊
嫌務発令ツ

ビ櫛 吉 田 開

岩 川 昇

高 田 禎 子

大 西 光

嶋 村 修 士

岩 本 照 章

(兼）仙 波 陽 子

(兼）畑 村 章 夫

(兼）樋 口 裕 晃

吉
岩
高
大
嶋
岩
仙
畑
樋

詞
銅
銅
㈱

開
昇

子
光
士
・
章

子
夫
晃

禎
修
照

陽
章
裕

田
川

田
西
村
本
波
村

口

″
″

″
″

″
″
‐

″
″

″

″
″

″
″
・
″

″
″

″

〃

(中略）

瞳_副1

この規程は、令和7年7月1日から施行寸一る， I

一 一 一

4
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【機密性2】

【

決議事項
(令和7年6月 日）30

1



【機密性2】

、

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年6月30日付調

伶和7年7月1日実掴

変 更 後行現

（第2編 体庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

（第2編(本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第2民事部（租税･行政部）

裁 判f官

〃

． 〃

〃

〃

〃

（月火水金）

横 田 典 子

宮 崎 陽 介

藤 村 享 司

小 森 ま や

(兼）橋 本 康 平

片 岡 翔 子

（軸

（月火水金）

横 田 典 子

宮 崎 陽 介

藤 村 享 司

小 森 ま や

(兼）橋 本 康 平

宮 原 翔 子

＝(改姓）

第2民事部姻税・行政部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

〃

(中略）(中略）＄

b

幽一鼬

この規程は､令和7鐙7月1日から施行する｡

一

(令和7年7月25日実施）

変 更 後行現

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1詞

別表1

､(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1卿

別表1

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）（毎日）

裁 判 官

〃

〃 ‘

〃

〃

〃

第1民事部（保全部）（毎日）

裁 判 官

〃

〃

‘‘ 〃

〃

〃

松
斗

田
直
村
秦

治
志
孝
輝
昭

義

永
谷

中
江
上

栄
匡
一
：
泰
貴
卓

治
志
孝
輝
昭
義

松
斗

田
直
村
秦

永
谷
中
江

上

栄
匡
、
一
一
泰
貴
卓

1
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【機密性2】

橋
佐
吉
伊
北
枚
松

島

本
藤

澤
藤

岡
田
本
崎

康
克

橋
佐
吉
伊
北
枚
松
島

手

本
藤

澤
藤

岡
田
本
崎
嶋

康
克

平
郎
孝

子
太
樹
奈
奈

平
郎
孝

子
太
樹
奈
奈
生

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″
・

″
・
″

″
″

″

1

佳
佑
雅
幸
乃
悠

佳
佑
雅

幸
乃

（長野家裁上田支部へ）

(中略）(中略）

瞳と§！

この規程は､令和7年7月25日から瀬了する塁
一一〒.一-~．

’ .、 。

、

#

1

2
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